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第10章 環境の保全のための措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるも

のである場合における、当該環境の状況の把握のための措置 

 

事後調査計画の検討に当たっては、以下に示す考え方を基本とした。 

 

(1)事後調査の必要性等の検討に当たっては、「予測の不確実性の程度」、「環境保全措置の

効果の程度」を勘案する。 

(2)事後調査項目、手法の選定に当たっては、事後調査の結果が環境影響評価の結果と比較で

きるような内容とする。 

(3)事後調査の実施そのものに伴う環境への影響を回避又は低減するため、可能な限り環境へ

の影響の少ない調査手法を選定するものとする。 

(4)事後調査の結果、環境への著しい影響が確認された場合又は予測された場合には、関係機

関と連携をとり、必要な措置を講ずるものとする。 

 

なお、本準備書において具体的な位置・規模等の計画を明らかにすることが困難かつ環境へ

の影響が大きい付帯施設（発生土置き場）に関する環境保全措置については、その効果を事後

調査により確認する。 

 

10-1 事後調査を行うこととした理由 

事後調査を行うこととした理由を、表 10-1 に示す。 

 

10-2 事後調査の項目及び手法 

事後調査の項目及び手法を、表 10-1 に示す。 

 

10-3 事後調査の結果の公表方法 

調査結果の公表は、原則として事業者が行うものとし、公表時期・方法等については、関

係機関と連携しつつ適切に実施するものとする。 

 

10-4 調査の実施者 

調査の実施者：東海旅客鉄道株式会社 
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表 10-1(1) 事後調査の概要 

環境影響評価項目 
事後調査時期及び頻度 事後調査を行うこととした理由 

調査内容 

環境要素の区分 影響要因の区分 項 目 手 法 

水環境 水資源 （工事の実施） 

・トンネルの工事 

工事前、工事中、工事完了後一定

期間 

地下水の水位の予測は地質等調査の結果を踏

まえ水文地質的に行っており、予測の不確実性

の程度が小さく、採用した保全措置についても

効果にかかる知見が蓄積されている。しかしな

がら、地下水を利用した水資源に与える影響の

予測には不確実性があることから、事後調査を

実施する。 

地下水の水位 「地下水調査及び観測指針

（案）」（平成 5 年 建設省河川

局）による 

地表水の流量 「地下水調査及び観測指針

（案）」（平成 5 年建設省河川

局）による 

動物 重要な種及び注

目すべき生息地 

（工事の実施） 

・工事施工ヤード及び工事用道路の設置 

（鉄道施設の存在） 

・鉄道施設（保守基地）の存在 

工事中及び工事後の繁殖期 一部の環境保全措置の効果に不確実性がある

ことから、事後調査を実施する。 

オオタカの生息状況 定点観察法による生息状況の

確認 

クマタカの生息状況 定点観察法による生息状況の

確認 

工事後の確認適期に 1 回 多自然川づくりを行った付替

え河川における保全対象種の

生息状況 

任意観察による生息状況の確

認 

植物 重要な種及び群

落 

（工事の実施） 

・工事施工ヤード及び工事用道路の設置 

各種の生活史及び生育特性等に

応じて設定 

一部の環境保全措置の効果に不確実性がある

ことから、事後調査を実施する。 

移植、播種した植物の生育状

況 

現地調査（任意観察）による

確認 

生態系 地域を特徴づけ

る生態系 

 

（工事の実施） 

・工事施工ヤード及び工事用道路の設置 

（鉄道施設の存在） 

・鉄道施設（保守基地）の存在 

工事中及び工事後の繁殖期 一部の環境保全措置の効果に不確実性がある

ことから、事後調査を実施する。 

オオタカの生息状況 

（果樹園の生態系：甲府地域）

定点観察法による生息状況の

確認 

クマタカの生息状況 

（山地の生態系：巨摩・赤石

地域） 

定点観察法による生息状況の

確認 

工事後の確認適期に 1 回 カワネズミの生息状況 

（里地・里山の生態系：東部・

御坂地域） 

任意観察及びセンサーカメラ

等による生息状況の確認 

工事後の初夏期に 1 回 ゲンジボタルの生息状況 

（里地・里山の生態系：東部・

御坂地域） 

夜間の任意観察による生息状

況の確認 
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表 10-1(2) 具体的な位置・規模等の計画を明らかにすることが困難な付帯施設（発生土置き場）に関する事後調査の概要 

環境影響評価項目 
事後調査時期及び頻度 事後調査を行うこととした理由 

調査内容 

環境要素の区分 影響要因の区分 項 目 手 法 

動物 重要な種及び注

目すべき生息地 

 

（工事の実施） 

・建設機械の稼働 

・資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 

・工事施工ヤード及び工事用道路の設置 

対象種の生活史及び生息特性等

に応じて設定する。 

保全対象種について、環境保全措置の効果に不

確実性がある場合、事後調査を実施する。 

対象種の生息状況等の確認 現地調査による確認 

植物 重要な種及び群

落 

（工事の実施） 

・工事施工ヤード及び工事用道路の設置 

対象種の生活史及び生育特性等

に応じて設定する。 

保全対象種について、環境保全措置の効果に不

確実性がある場合、事後調査を実施する。 

対象種の生育状況の確認 

 

現地調査による確認 

生態系 地域を特徴づけ

る生態系 

（工事の実施） 

・建設機械の稼働 

・資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 

・工事施工ヤード及び工事用道路の設置 

対象種の生活史及び生息又は生

育特性等に応じて設定する。 

保全対象種について、環境保全措置の効果に不

確実性がある場合、事後調査を実施する。 

対象種の生息又は生育状況の

確認 

 

現地調査による確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


